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公
の
施
設
使
用
料
設
定
に

あ
た
っ
て
の
基
本
方
針
で
、

急
激
な
負
担
増
へ
の
配
慮
と

し
て
、
激
変
緩
和
措
置
を
講

じ
る
も
の
と
す
る
と
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、
今
回
の
使
用

料
の
見
直
し
で
は
、
激
変
緩

和
措
置
上
限
と
す
る
１
・
５

倍
以
上
の
部
屋
は
相
当
数
に

及
ぶ
も
の
と
推
察
す
る
。
激

変
緩
和
措
置
に
関
し
て
は
、

何
ら
か
の
対
処
を
講
じ
ら
れ

る
予
定
は
あ
る
か
伺
い
た
い
。

　
全
公
民
館
１
日
の
使
用
料

合
計
額
の
比
較
は
、
１
・
46

倍
で
あ
り
、
１
・
５
倍
を
超

え
て
い
な
い
が
、
様
々
な
条

件
に
よ
り
、
個
々
の
状
況
を

見
る
と
１
コ
マ
分
の
使
用
料

の
中
で
１
・
５
倍
を
超
え
て

い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
も
の
の
中
で
激
変
緩
和

措
置
が
必
要
な
も
の
に
つ
い

て
は
、
運
用
の
中
で
、
当
分

の
間
、
基
本
方
針
に
適
う
よ

う
に
緩
和
措
置
を
講
じ
て
ま

い
り
た
い
。

　
登
録
団
体
か
ら
公
民
館
使

用
料
を
徴
収
し
な
い
ま
ま
、

値
上
げ
改
正
し
た
使
用
料
を

一
般
利
用
者
か
ら
全
額
徴
収

す
る
不
公
平
な
今
回
の
議
案

で
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化

が
図
ら
れ
る
の
か
？

　
公
民
館
の
登
録
団
体
は
、

社
会
教
育
活
動
の
一
翼
を
担

う
団
体
と
認
識
し
て
、
個
人

の
技
量
を
高
め
る
活
動
等
の

一
般
利
用
と
は
区
別
し
て
受

付
を
し
て
い
る
。
今
後
は
、

登
録
団
体
の
減
免
規
定
を
見

直
す
と
共
に
、
利
用
者
に
応

分
の
負
担
を
お
願
い
す
る
よ

う
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

　
全
額
負
担
と
全
額
免
除
と

い
う
利
用
者
が
生
じ
る
議
案

の
ど
こ
に
使
用
料
徴
収
の
公

平
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の

か
？

　
免
除
団
体
も
変
容
し
て
い

る
の
で
、
利
用
者
に
不
公
平

感
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
に
、

改
め
る
点
は
改
め
て
ま
い
り

た
い
。

　
罰
則
が
適
用
に
な
る
場
合

が
あ
る
と
い
う
が
、
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。

　
罰
則
は
、
景
観
法
に
基
づ

き
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

届
出
を
し
な
い
で
行
為
に
着

手
し
た
者
や
虚
偽
の
届
出
を

し
た
者
、
30
日
間
の
着
工
制

限
を
守
ら
な
か
っ
た
者
や
景

観
計
画
に
定
め
ら
れ
た
基
準

に
合
わ
せ
る
よ
う
命
令
を
受

け
た
の
に
履
行
し
な
か
っ
た

者
な
ど
に
対
し
て
、
１
年
以

下
の
懲
役
や
50
万
円
以
下
の

罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
。

　
新
た
な
都
市
景
観
形
成
地

域
の
候
補
は
あ
る
の
か
。

　
候
補
と
し
て
は
、
歴
史
的

風
致
維
持
向
上
計
画
の
重
点

区
域
内
で
、
伝
統
的
な
建
造

物
が
多
く
集
積
す
る
地
域
と

し
て
、
喜
多
院
周
辺
地
域
の

優
先
度
が
比
較
的
高
い
と
考

え
ら
れ
る
が
、
地
域
の
方
々

の
意
向
や
状
況
等
を
十
分
に

踏
ま
え
た
上
で
、
検
討
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

　
景
観
法
の
委
任
条
例
と
し

て
新
た
に
都
市
景
観
条
例
を

制
定
す
る
が
、
条
例
の
構
成

の
確
認
と
特
色
を
伺
う
。

　
条
例
の
構
成
は
、
景
観
法

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
た
委
任
条
例
部
分
と
、

自
主
条
例
部
分
に
大
き
く
分

か
れ
る
。
自
主
条
例
部
分
に
、

現
行
の
施
策
を
引
き
継
い
で

い
く
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　
歴
史
ま
ち
づ
く
り
法
と
景

観
法
と
の
連
携
が
望
ま
れ
る

と
の
こ
と
だ
が
そ
の
関
連
性

に
つ
い
て
伺
う
。

　
景
観
法
が
規
制
を
、
歴
史

ま
ち
づ
く
り
法
が
支
援
を
担

い
、
歴
史
的
な
景
観
を
守
る

地
区
で
は
、
両
者
は
両
輪
の

関
係
と
し
て
活
用
で
き
る
。

　
委
任
条
例
化
さ
れ
た
が
、

川
越
市
独
自
の
自
主
的
な
部

分
を
今
後
ど
う
展
開
し
て
ゆ

く
の
か
伺
う
。

　
都
市
景
観
形
成
地
域
の
新

た
な
指
定
や
都
市
景
観
推
進

団
体
の
活
用
に
よ
る
市
民
と

の
協
働
を
図
っ
て
い
く
。

　
色
彩
に
つ
い
て
、
数
値
化

し
た
基
準
を
新
た
に
設
け
て

行
為
規
制
を
行
う
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
か
。

　
建
築
物
等
の
外
壁
に
使
用

で
き
る
色
彩
に
関
す
る
基
準

は
、
こ
れ
ま
で
は
「
配
慮
・

調
和
」
と
い
う
よ
う
な
定
性

的
な
基
準
で
あ
っ
た
。
今
後

策
定
予
定
の
景
観
計
画
で
は
、

マ
ン
セ
ル
値
を
用
い
た
定
量

的
な
基
準
に
な
る
。
マ
ン
セ

ル
値
と
は
、
色
彩
を
「
色
あ

い
・
明
る
さ
・
鮮
や
か
さ
」

の
３
要
素
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

数
値
化
し
て
組
み
合
わ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

　
鮮
や
か
す
ぎ
る
色
彩
な
ど

に
つ
い
て
、
外
壁
等
に
使
用

で
き
る
割
合
の
制
限
を
設
け

る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
色

彩
を
客
観
的
に
判
断
す
る
た

め
、
マ
ン
セ
ル
値
を
活
用
す

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
既

存
の
建
物
の
外
壁
の
色
彩
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
新
た
な

基
準
値
内
に
収
ま
る
と
想
定

し
て
い
る
。

　
景
観
法
に
基
づ
き
制
定
さ

れ
る
本
条
例
で
市
は
ど
ん
な

施
策
を
展
開
す
る
の
か
。

　
景
観
法
の
委
任
条
例
化
に

よ
り
、
景
観
計
画
に
関
す
る

住
民
提
案
制
度
や
景
観
協
議

会
、
景
観
整
備
機
構
な
ど
の

制
度
を
活
用
し
、
住
民
が
景

観
形
成
に
よ
り
一
層
主
体
的

に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

市
と
市
民
と
の
更
な
る
協
働

が
図
ら
れ
る
。
ま
た
、
歴
史

ま
ち
づ
く
り
法
や
都
市
計
画

法
、
屋
外
広
告
物
法
な
ど
の

諸
制
度
を
活
用
し
、
都
市
景

観
に
関
す
る
取
り
組
み
を
総

合
的
・
一
体
的
に
進
め
る
こ

と
と
な
る
。

　
景
観
計
画
策
定
に
向
け
て

今
後
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま

れ
る
の
か
。

　
景
観
計
画
は
、
こ
れ
ま
で

の
都
市
景
観
施
策
と
整
合
さ

せ
た
上
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
た
後
、
都
市

計
画
審
議
会
と
都
市
景
観
審

議
会
に
諮
り
決
定
し
、
改
め

て
市
民
に
周
知
を
図
る
。

　
人
・
農
地
プ
ラ
ン
検
討
委

員
会
条
例
制
定
の
経
緯

　
国
は
、
人
と
農
地
の
問
題

の
解
決
に
向
け
、
人
・
農
地

プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
と

し
、
策
定
に
当
た
っ
て
は
、

そ
の
内
容
が
適
当
で
あ
る
か

を
検
討
会
を
開
催
し
、
審
査
、

検
討
す
る
と
し
た
。
市
で
は

当
該
検
討
委
員
会
は
、
地
方

自
治
法
に
規
定
す
る
附
属
機

　
農
業
者
へ
の
支
援
策
は
？

　
青
年
就
農
給
付
金
（
経
営

開
始
型
）
、
農
地
集
積
協
力

金
、
規
模
拡
大
交
付
金
、
経

営
体
育
成
支
援
事
業
、
貸
付

金
利
負
担
軽
減
措
置
が
あ
る
。

　
策
定
地
域
で
は
、
ど
の
よ

う
な
成
果
が
出
て
い
る
の
か
。

　
新
規
就
農
者
が
地
域
農
業

者
の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ

た
。
集
落
営
農
法
人
の
設
立

に
よ
り
担
い
手
に
農
地
が
集

積
さ
れ
、
圃
場
整
備
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
た
。
近
隣
に
プ

ラ
ン
が
作
成
さ
れ
た
た
め
作

成
の
必
要
な
地
域
が
出
て
き

た
。
地
域
の
若
者
も
話
し
合

い
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
高

齢
者
の
応
援
な
ど
持
続
可
能

な
経
営
体
と
な
っ
た
。

　
未
計
画
地
域
に
対
す
る
、

周
知
や
説
明
会
等
の
取
り
組

み
を
伺
う
。

　
農
業
者
が
集
ま
る
地
域
の

集
会
へ
の
参
加
、
市
主
催
の

説
明
会
及
び
話
し
合
い
の
機

会
を
設
定
し
、
人
・
農
地
プ

ラ
ン
の
説
明
を
行
う
。
地
域

農
業
に
つ
い
て
、
話
し
合
っ

て
も
ら
い
、
農
業
者
に
プ
ラ

ン
へ
の
意
識
を
も
っ
て
も
ら

う
。
農
業
委
員
会
の
広
報
誌

へ
の
掲
載
な
ど
そ
の
他
の
啓

発
事
業
も
検
討
す
る
。

関
と
判
断
し
条
例
と
し
た
。

　
人
・
農
地
プ
ラ
ン
と
は
？

　
人
と
農
地
の
問
題
解
決
の

た
め
、
地
域
の
中
心
と
な
る

経
営
体
、
そ
れ
以
外
の
農
業

者
、
今
後
の
地
域
農
業
の
あ

り
方
及
び
農
地
集
積
計
画
な

ど
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
、

地
域
の
話
し
合
い
等
を
基
に

市
が
原
案
を
策
定
し
、
検
討

委
員
会
を
経
て
決
定
す
る
。

　
平
均
的
な
世
帯
が
１
カ
月

使
用
し
た
場
合
の
料
金
の
現

行
と
改
正
後
の
金
額
を
伺
う
。

　
口
径
が
13
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

で
１
カ
月
12
立
方
メ
ー
ト
ル

使
用
の
場
合
、
現
行
は
１
１

２
３
円
で
改
正
後
は
１
１
５

５
円
と
な
り
差
額
は
32
円
、

口
径
が
20
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で

１
カ
月
19
立
方
メ
ー
ト
ル
使

用
の
場
合
、
現
行
は
２
０
５

２
円
で
改
正
後
は
２
１
１
１

円
と
な
り
差
額
は
59
円
。

　
市
民
生
活
が
厳
し
い
状
況

の
中
、
消
費
税
率
の
引
き
上

　
市
民
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

高
齢
者
の
福
祉
相
談
は
。

　
相
談
業
務
の
実
施
場
所
と

し
て
相
談
室
を
持
つ
市
民
セ

ン
タ
ー
で
の
展
開
を
検
討
し

た
い
。

　
高
階
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど

で
は
、
出
張
所
副
所
長
が
実

質
的
に
公
民
館
業
務
を
統
括

し
て
い
る
が
、
市
民
セ
ン
タ

ー
化
後
は
ど
う
な
る
の
か
。

　
公
民
館
長
を
兼
ね
る
市
民

セ
ン
タ
ー
所
長
が
全
体
の
業

務
を
統
括
す
る
。

　
霞
ヶ
関
北
地
区
は
出
張
所

と
公
民
館
が
離
れ
て
い
る
が
、

運
営
は
ど
う
す
る
の
か
。

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
録
画
放
送
】

　
川
越
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

【
今
定
例
会
の
会
議
録
】

　
図
書
館
等
で
は
２
月
下
旬
頃
〜

　
議
会
Ｈ
Ｐ
で
は
３
月
上
旬
頃
〜

　
閲
覧
で
き
ま
す
。

【
閲
覧
場
所
】

　
図
書
館
／
出
張
所
／
議
会
事
務
局

　
情
報
公
開
窓
口
（
東
庁
舎
）

会議録の
閲覧等

足
に
向
け
た
考
え
方
や
進
め

方
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
地
域
活
動
の
中
心
と
な
る

自
治
会
や
地
区
社
協
、
Ｐ
Ｔ

Ａ
等
の
代
表
者
を
構
成
メ
ン

バ
ー
と
し
て
、
地
域
課
題
の

検
討
や
行
政
と
の
協
働
を
進

め
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
た
、

（
仮
称
）
地
域
会
議
を
、
来

年
度
市
民
セ
ン
タ
ー
ご
と
に

設
置
し
た
い
。

答

　
市
民
セ
ン
タ
ー
構
想
案
の

中
で
条
例
化
に
際
し
反
映
で

き
な
か
っ
た
点
は
何
か
。

　
行
政
機
関
で
あ
る
市
民
セ

ン
タ
ー
と
教
育
機
関
で
あ
る

公
民
館
を
組
織
上
は
別
々
に

位
置
付
け
た
こ
と
。
た
だ
し
、

両
組
織
を
一
体
的
に
運
営
し

地
域
づ
く
り
を
推
進
し
て
い

く
。

　
（
仮
称
）
地
域
会
議
の
発

問答問

　
適
正
な
人
員
配
置
や
職
員

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
工
夫
等

に
よ
り
、
他
地
区
と
同
様
の

市
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
き
た
い
。

　
他
市
で
は
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
設
置
等
に
よ
り
公
民
館

が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
公
民

館
は
残
す
べ
き
と
思
う
が
、

今
後
の
市
の
考
え
方
は
。

　
社
会
教
育
の
取
り
組
み
は

重
要
な
事
項
で
あ
る
。
今
後

市
民
セ
ン
タ
ー
と
公
民
館
を

一
体
的
に
運
営
し
て
い
く
中

で
、
十
分
な
検
討
と
議
論
を

重
ね
判
断
す
べ
き
課
題
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

答問問 答

議
案
第
９
４
号

市
民
セ
ン
タ
ー
条
例

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
９
８
号

人
・
農
地
プ
ラ
ン
検
討
委
員
会
条
例

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
０
号

都
市
景
観
条
例

【
Ｐ
川
越
21
】【
や
ま
ぶ
き
会
】【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

本
会
議
に
お
け
る

主
な
議
案
質
疑

【
質
疑
を
し
た
会
派
名
】

　今
定
例
会
で
は
延
べ
22
名
の
議
員
が
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　な
お
、
議
案
第
94
号
、
議
案
第
98
号
、
議
案
第
１
０
０
号
、

議
案
第
１
０
２
号
、
議
案
第
１
１
２
号
、
議
案
第
１
１
６
号

は
廃
案
と
な
り
ま
し
た
。

げ
分
を
転
嫁
す
る
こ
と
に
つ

い
て
市
長
の
考
え
を
伺
う
。

　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に

つ
い
て
は
、
多
く
の
市
民
の

方
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
今
回
の
消
費
税

率
の
改
正
は
、
社
会
保
障
の

安
定
財
源
の
確
保
等
を
目
的

に
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律

に
定
め
ら
れ
た
と
お
り
の
消

費
税
の
転
嫁
は
や
む
を
得
な

い
も
の
と
考
え
る
。

議
案
第
１
０
２
号

水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
５
号

公
民
館
使
用
条
例
の
一
部
改
正

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
民
主
党
】

問問 答問問 答答

答

問答答 問答問

問 問答答問問 答答

答答 問問問 答

答 問問

答問問 答

問答答

問答



 平成26年１月25日発行（5） 議　会　だ　よ　り 平成26年１月25日発行 （4）議　会　だ　よ　り

　
公
の
施
設
使
用
料
設
定
に

あ
た
っ
て
の
基
本
方
針
で
、

急
激
な
負
担
増
へ
の
配
慮
と

し
て
、
激
変
緩
和
措
置
を
講

じ
る
も
の
と
す
る
と
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、
今
回
の
使
用

料
の
見
直
し
で
は
、
激
変
緩

和
措
置
上
限
と
す
る
１
・
５

倍
以
上
の
部
屋
は
相
当
数
に

及
ぶ
も
の
と
推
察
す
る
。
激

変
緩
和
措
置
に
関
し
て
は
、

何
ら
か
の
対
処
を
講
じ
ら
れ

る
予
定
は
あ
る
か
伺
い
た
い
。

　
全
公
民
館
１
日
の
使
用
料

合
計
額
の
比
較
は
、
１
・
46

倍
で
あ
り
、
１
・
５
倍
を
超

え
て
い
な
い
が
、
様
々
な
条

件
に
よ
り
、
個
々
の
状
況
を

見
る
と
１
コ
マ
分
の
使
用
料

の
中
で
１
・
５
倍
を
超
え
て

い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
も
の
の
中
で
激
変
緩
和

措
置
が
必
要
な
も
の
に
つ
い

て
は
、
運
用
の
中
で
、
当
分

の
間
、
基
本
方
針
に
適
う
よ

う
に
緩
和
措
置
を
講
じ
て
ま

い
り
た
い
。

　
登
録
団
体
か
ら
公
民
館
使

用
料
を
徴
収
し
な
い
ま
ま
、

値
上
げ
改
正
し
た
使
用
料
を

一
般
利
用
者
か
ら
全
額
徴
収

す
る
不
公
平
な
今
回
の
議
案

で
、
受
益
者
負
担
の
適
正
化

が
図
ら
れ
る
の
か
？

　
公
民
館
の
登
録
団
体
は
、

社
会
教
育
活
動
の
一
翼
を
担

う
団
体
と
認
識
し
て
、
個
人

の
技
量
を
高
め
る
活
動
等
の

一
般
利
用
と
は
区
別
し
て
受

付
を
し
て
い
る
。
今
後
は
、

登
録
団
体
の
減
免
規
定
を
見

直
す
と
共
に
、
利
用
者
に
応

分
の
負
担
を
お
願
い
す
る
よ

う
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

　
全
額
負
担
と
全
額
免
除
と

い
う
利
用
者
が
生
じ
る
議
案

の
ど
こ
に
使
用
料
徴
収
の
公

平
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の

か
？

　
免
除
団
体
も
変
容
し
て
い

る
の
で
、
利
用
者
に
不
公
平

感
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
に
、

改
め
る
点
は
改
め
て
ま
い
り

た
い
。

　
罰
則
が
適
用
に
な
る
場
合

が
あ
る
と
い
う
が
、
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。

　
罰
則
は
、
景
観
法
に
基
づ

き
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

届
出
を
し
な
い
で
行
為
に
着

手
し
た
者
や
虚
偽
の
届
出
を

し
た
者
、
30
日
間
の
着
工
制

限
を
守
ら
な
か
っ
た
者
や
景

観
計
画
に
定
め
ら
れ
た
基
準

に
合
わ
せ
る
よ
う
命
令
を
受

け
た
の
に
履
行
し
な
か
っ
た

者
な
ど
に
対
し
て
、
１
年
以

下
の
懲
役
や
50
万
円
以
下
の

罰
金
が
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
。

　
新
た
な
都
市
景
観
形
成
地

域
の
候
補
は
あ
る
の
か
。

　
候
補
と
し
て
は
、
歴
史
的

風
致
維
持
向
上
計
画
の
重
点

区
域
内
で
、
伝
統
的
な
建
造

物
が
多
く
集
積
す
る
地
域
と

し
て
、
喜
多
院
周
辺
地
域
の

優
先
度
が
比
較
的
高
い
と
考

え
ら
れ
る
が
、
地
域
の
方
々

の
意
向
や
状
況
等
を
十
分
に

踏
ま
え
た
上
で
、
検
討
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

　
景
観
法
の
委
任
条
例
と
し

て
新
た
に
都
市
景
観
条
例
を

制
定
す
る
が
、
条
例
の
構
成

の
確
認
と
特
色
を
伺
う
。

　
条
例
の
構
成
は
、
景
観
法

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
た
委
任
条
例
部
分
と
、

自
主
条
例
部
分
に
大
き
く
分

か
れ
る
。
自
主
条
例
部
分
に
、

現
行
の
施
策
を
引
き
継
い
で

い
く
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

　
歴
史
ま
ち
づ
く
り
法
と
景

観
法
と
の
連
携
が
望
ま
れ
る

と
の
こ
と
だ
が
そ
の
関
連
性

に
つ
い
て
伺
う
。

　
景
観
法
が
規
制
を
、
歴
史

ま
ち
づ
く
り
法
が
支
援
を
担

い
、
歴
史
的
な
景
観
を
守
る

地
区
で
は
、
両
者
は
両
輪
の

関
係
と
し
て
活
用
で
き
る
。

　
委
任
条
例
化
さ
れ
た
が
、

川
越
市
独
自
の
自
主
的
な
部

分
を
今
後
ど
う
展
開
し
て
ゆ

く
の
か
伺
う
。

　
都
市
景
観
形
成
地
域
の
新

た
な
指
定
や
都
市
景
観
推
進

団
体
の
活
用
に
よ
る
市
民
と

の
協
働
を
図
っ
て
い
く
。

　
色
彩
に
つ
い
て
、
数
値
化

し
た
基
準
を
新
た
に
設
け
て

行
為
規
制
を
行
う
と
は
、
ど

う
い
う
こ
と
か
。

　
建
築
物
等
の
外
壁
に
使
用

で
き
る
色
彩
に
関
す
る
基
準

は
、
こ
れ
ま
で
は
「
配
慮
・

調
和
」
と
い
う
よ
う
な
定
性

的
な
基
準
で
あ
っ
た
。
今
後

策
定
予
定
の
景
観
計
画
で
は
、

マ
ン
セ
ル
値
を
用
い
た
定
量

的
な
基
準
に
な
る
。
マ
ン
セ

ル
値
と
は
、
色
彩
を
「
色
あ

い
・
明
る
さ
・
鮮
や
か
さ
」

の
３
要
素
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ

数
値
化
し
て
組
み
合
わ
せ
る

も
の
で
あ
る
。

　
鮮
や
か
す
ぎ
る
色
彩
な
ど

に
つ
い
て
、
外
壁
等
に
使
用

で
き
る
割
合
の
制
限
を
設
け

る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
色

彩
を
客
観
的
に
判
断
す
る
た

め
、
マ
ン
セ
ル
値
を
活
用
す

る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
既

存
の
建
物
の
外
壁
の
色
彩
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
新
た
な

基
準
値
内
に
収
ま
る
と
想
定

し
て
い
る
。

　
景
観
法
に
基
づ
き
制
定
さ

れ
る
本
条
例
で
市
は
ど
ん
な

施
策
を
展
開
す
る
の
か
。

　
景
観
法
の
委
任
条
例
化
に

よ
り
、
景
観
計
画
に
関
す
る

住
民
提
案
制
度
や
景
観
協
議

会
、
景
観
整
備
機
構
な
ど
の

制
度
を
活
用
し
、
住
民
が
景

観
形
成
に
よ
り
一
層
主
体
的

に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

市
と
市
民
と
の
更
な
る
協
働

が
図
ら
れ
る
。
ま
た
、
歴
史

ま
ち
づ
く
り
法
や
都
市
計
画

法
、
屋
外
広
告
物
法
な
ど
の

諸
制
度
を
活
用
し
、
都
市
景

観
に
関
す
る
取
り
組
み
を
総

合
的
・
一
体
的
に
進
め
る
こ

と
と
な
る
。

　
景
観
計
画
策
定
に
向
け
て

今
後
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ま

れ
る
の
か
。

　
景
観
計
画
は
、
こ
れ
ま
で

の
都
市
景
観
施
策
と
整
合
さ

せ
た
上
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

ン
ト
を
実
施
し
た
後
、
都
市

計
画
審
議
会
と
都
市
景
観
審

議
会
に
諮
り
決
定
し
、
改
め

て
市
民
に
周
知
を
図
る
。

　
人
・
農
地
プ
ラ
ン
検
討
委

員
会
条
例
制
定
の
経
緯

　
国
は
、
人
と
農
地
の
問
題

の
解
決
に
向
け
、
人
・
農
地

プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
と

し
、
策
定
に
当
た
っ
て
は
、

そ
の
内
容
が
適
当
で
あ
る
か

を
検
討
会
を
開
催
し
、
審
査
、

検
討
す
る
と
し
た
。
市
で
は

当
該
検
討
委
員
会
は
、
地
方

自
治
法
に
規
定
す
る
附
属
機

　
農
業
者
へ
の
支
援
策
は
？

　
青
年
就
農
給
付
金
（
経
営

開
始
型
）
、
農
地
集
積
協
力

金
、
規
模
拡
大
交
付
金
、
経

営
体
育
成
支
援
事
業
、
貸
付

金
利
負
担
軽
減
措
置
が
あ
る
。

　
策
定
地
域
で
は
、
ど
の
よ

う
な
成
果
が
出
て
い
る
の
か
。

　
新
規
就
農
者
が
地
域
農
業

者
の
一
員
と
し
て
認
め
ら
れ

た
。
集
落
営
農
法
人
の
設
立

に
よ
り
担
い
手
に
農
地
が
集

積
さ
れ
、
圃
場
整
備
に
つ
い

て
検
討
さ
れ
た
。
近
隣
に
プ

ラ
ン
が
作
成
さ
れ
た
た
め
作

成
の
必
要
な
地
域
が
出
て
き

た
。
地
域
の
若
者
も
話
し
合

い
に
参
加
し
た
こ
と
で
、
高

齢
者
の
応
援
な
ど
持
続
可
能

な
経
営
体
と
な
っ
た
。

　
未
計
画
地
域
に
対
す
る
、

周
知
や
説
明
会
等
の
取
り
組

み
を
伺
う
。

　
農
業
者
が
集
ま
る
地
域
の

集
会
へ
の
参
加
、
市
主
催
の

説
明
会
及
び
話
し
合
い
の
機

会
を
設
定
し
、
人
・
農
地
プ

ラ
ン
の
説
明
を
行
う
。
地
域

農
業
に
つ
い
て
、
話
し
合
っ

て
も
ら
い
、
農
業
者
に
プ
ラ

ン
へ
の
意
識
を
も
っ
て
も
ら

う
。
農
業
委
員
会
の
広
報
誌

へ
の
掲
載
な
ど
そ
の
他
の
啓

発
事
業
も
検
討
す
る
。

関
と
判
断
し
条
例
と
し
た
。

　
人
・
農
地
プ
ラ
ン
と
は
？

　
人
と
農
地
の
問
題
解
決
の

た
め
、
地
域
の
中
心
と
な
る

経
営
体
、
そ
れ
以
外
の
農
業

者
、
今
後
の
地
域
農
業
の
あ

り
方
及
び
農
地
集
積
計
画
な

ど
を
位
置
づ
け
る
も
の
で
、

地
域
の
話
し
合
い
等
を
基
に

市
が
原
案
を
策
定
し
、
検
討

委
員
会
を
経
て
決
定
す
る
。

　
平
均
的
な
世
帯
が
１
カ
月

使
用
し
た
場
合
の
料
金
の
現

行
と
改
正
後
の
金
額
を
伺
う
。

　
口
径
が
13
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

で
１
カ
月
12
立
方
メ
ー
ト
ル

使
用
の
場
合
、
現
行
は
１
１

２
３
円
で
改
正
後
は
１
１
５

５
円
と
な
り
差
額
は
32
円
、

口
径
が
20
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で

１
カ
月
19
立
方
メ
ー
ト
ル
使

用
の
場
合
、
現
行
は
２
０
５

２
円
で
改
正
後
は
２
１
１
１

円
と
な
り
差
額
は
59
円
。

　
市
民
生
活
が
厳
し
い
状
況

の
中
、
消
費
税
率
の
引
き
上

　
市
民
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

高
齢
者
の
福
祉
相
談
は
。

　
相
談
業
務
の
実
施
場
所
と

し
て
相
談
室
を
持
つ
市
民
セ

ン
タ
ー
で
の
展
開
を
検
討
し

た
い
。

　
高
階
市
民
セ
ン
タ
ー
な
ど

で
は
、
出
張
所
副
所
長
が
実

質
的
に
公
民
館
業
務
を
統
括

し
て
い
る
が
、
市
民
セ
ン
タ

ー
化
後
は
ど
う
な
る
の
か
。

　
公
民
館
長
を
兼
ね
る
市
民

セ
ン
タ
ー
所
長
が
全
体
の
業

務
を
統
括
す
る
。

　
霞
ヶ
関
北
地
区
は
出
張
所

と
公
民
館
が
離
れ
て
い
る
が
、

運
営
は
ど
う
す
る
の
か
。

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
録
画
放
送
】

　
川
越
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

　
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

【
今
定
例
会
の
会
議
録
】

　
図
書
館
等
で
は
２
月
下
旬
頃
〜

　
議
会
Ｈ
Ｐ
で
は
３
月
上
旬
頃
〜

　
閲
覧
で
き
ま
す
。

【
閲
覧
場
所
】

　
図
書
館
／
出
張
所
／
議
会
事
務
局

　
情
報
公
開
窓
口
（
東
庁
舎
）

会議録の
閲覧等

足
に
向
け
た
考
え
方
や
進
め

方
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

　
地
域
活
動
の
中
心
と
な
る

自
治
会
や
地
区
社
協
、
Ｐ
Ｔ

Ａ
等
の
代
表
者
を
構
成
メ
ン

バ
ー
と
し
て
、
地
域
課
題
の

検
討
や
行
政
と
の
協
働
を
進

め
る
こ
と
等
を
目
的
と
し
た
、

（
仮
称
）
地
域
会
議
を
、
来

年
度
市
民
セ
ン
タ
ー
ご
と
に

設
置
し
た
い
。

答

　
市
民
セ
ン
タ
ー
構
想
案
の

中
で
条
例
化
に
際
し
反
映
で

き
な
か
っ
た
点
は
何
か
。

　
行
政
機
関
で
あ
る
市
民
セ

ン
タ
ー
と
教
育
機
関
で
あ
る

公
民
館
を
組
織
上
は
別
々
に

位
置
付
け
た
こ
と
。
た
だ
し
、

両
組
織
を
一
体
的
に
運
営
し

地
域
づ
く
り
を
推
進
し
て
い

く
。

　
（
仮
称
）
地
域
会
議
の
発

問答問

　
適
正
な
人
員
配
置
や
職
員

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
工
夫
等

に
よ
り
、
他
地
区
と
同
様
の

市
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て

い
き
た
い
。

　
他
市
で
は
市
民
活
動
セ
ン

タ
ー
設
置
等
に
よ
り
公
民
館

が
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
公
民

館
は
残
す
べ
き
と
思
う
が
、

今
後
の
市
の
考
え
方
は
。

　
社
会
教
育
の
取
り
組
み
は

重
要
な
事
項
で
あ
る
。
今
後

市
民
セ
ン
タ
ー
と
公
民
館
を

一
体
的
に
運
営
し
て
い
く
中

で
、
十
分
な
検
討
と
議
論
を

重
ね
判
断
す
べ
き
課
題
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
。

答問問 答

議
案
第
９
４
号

市
民
セ
ン
タ
ー
条
例

【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
９
８
号

人
・
農
地
プ
ラ
ン
検
討
委
員
会
条
例

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
０
号

都
市
景
観
条
例

【
Ｐ
川
越
21
】【
や
ま
ぶ
き
会
】【
公
明
党
】【
日
本
共
産
党
】

本
会
議
に
お
け
る

主
な
議
案
質
疑

【
質
疑
を
し
た
会
派
名
】

　今
定
例
会
で
は
延
べ
22
名
の
議
員
が
質
疑
を
行
い
ま
し
た
。

　な
お
、
議
案
第
94
号
、
議
案
第
98
号
、
議
案
第
１
０
０
号
、

議
案
第
１
０
２
号
、
議
案
第
１
１
２
号
、
議
案
第
１
１
６
号

は
廃
案
と
な
り
ま
し
た
。

げ
分
を
転
嫁
す
る
こ
と
に
つ

い
て
市
長
の
考
え
を
伺
う
。

　
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に

つ
い
て
は
、
多
く
の
市
民
の

方
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と

認
識
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
今
回
の
消
費
税

率
の
改
正
は
、
社
会
保
障
の

安
定
財
源
の
確
保
等
を
目
的

に
す
る
も
の
で
あ
り
、
法
律

に
定
め
ら
れ
た
と
お
り
の
消

費
税
の
転
嫁
は
や
む
を
得
な

い
も
の
と
考
え
る
。

議
案
第
１
０
２
号

水
道
事
業
給
水
条
例
の
一
部
改
正

【
日
本
共
産
党
】

議
案
第
１
０
５
号

公
民
館
使
用
条
例
の
一
部
改
正

【
や
ま
ぶ
き
会
】【
民
主
党
】

問問 答問問 答答

答

問答答 問答問

問 問答答問問 答答

答答 問問問 答

答 問問

答問問 答

問答答

問答


